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中高生にも増えている後払いトラブル！

後払いってなに？
・商品が届いたあとでお金を払うしくみ

・インターネット通販でもよく利用されており、
お金がなくても簡単に使うことができます。

こんなトラブルが増えています！
・気づいたら何件も注文してしまい、支払いが高額に

・親に内緒で買い物してあとで請求が届く

もしトラブルにあってしまったら
・まず親や家族に必ず相談しましょう

・未成年取り消しができる場合がありますので、
困ったときは、八王子市消費生活センターに
ご相談ください。

出典：国民生活センターＨＰ

「後で払えばいいや！」
その一言がトラブルのもとに

必ず保護者の同意を得た上で利用し、
代金が支払えるかどうかも確認しましょう。
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約束事

・フォントは「HGS創英角ゴシックUB」「游ゴシック」「BIZ 

UDPゴシック体」（ポップ体は基本使わない）。種類も少なく

・四角や丸の枠はワンポイントで使う。正方形や正円だときれ

いに見えます。枠の外の線は不要（使いすぎない）

・吹き出しも使いすぎない

・線をうまく使う（使いすぎはNG）

・文字の強弱（大小）を意識

・色数にも意識を

・「いらすとや」は基本使わない

・「いらすとや」は基本使わない。イラストを入れる場合は、

「ソコスト」「ちょうどいいイラスト」がおススメです

メールフォームによるご相談は

相談専用電話 ０４２・６３１・５４５５

※ご相談は無料です。

※土曜日にお越しの際は、事前に電話連絡をお願いします。

※クリエイトホール休館日は、電話またはメールフォームでご相談を受け付けています。

※年末年始を除く祝・休日は、「消費者ホットライン」 188（午前10時～午後4時）で

   ご相談を受け付けています。

月～土曜日の午前9時～午後4時30分（祝・休日、年末年始を除く）

相談・問い合わせ

〒192-0082 八王子市東町５-６クリエイトホール地下１階 電話：042-631-5456 FAX：042-643-0025

右の二次元コードから
も入れます。

コチラから

八王子市消費生活センター

◆来所相談をご希望の方は事前にお電話ください。

◆初めてのご相談の受付は午後４時までです。

◆相談時間は３０分を目安とします。

〒192-0082 八王子市東町５-６クリエイトホール地下１階 電話：042-631-5456 FAX：042-643-0025

https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/life/005/001/002/p007214.html
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